
令和８年度第１回加東市いじめ問題対策連絡協議会次第 

 

日時：令和８年５月２１日（木）  
１０時００分～ 

会場：加東市役所４階４０２会議室 
 
１ 開会 
 
 
２ 自己紹介 
 
 
３ 会長及び副会長の選出 
 
 
４ 議事 
（１）いじめ認知件数の推移               ・・・資料１ 
 
 
 
（２）加東市立学校のいじめ防止に関する取組について   ・・・資料２ 

                           別紙１～７ 

 

 

（３）関係機関との連携について 

 

 

 

 

５ その他 

 

 

 

６ 閉会 



役職 氏　名 備　考

1 兵庫県加東こども家庭センター家庭支援課 課長 落合　恵子 (4)加東こども家庭センター

2 神戸地方法務局社支局　総務係 係長 石田　貴之 (5)神戸地方法務局社支局

3 兵庫県加東警察署　刑事生活安全課　 係長 衣川　弘文 (6)兵庫県加東警察署

4 加東市立社学園中学校（校長会生徒指導担当） 校長 井上　聡 (1)加東市立学校

5 加東市 健康福祉部 福祉総務課　 係長 武田　大基 (7)市関係課

6 加東市教育委員会事務局 こども未来部
参事兼

学校教育課長
森本　恭央 (2)加東市教育委員会事務局

7
加東市教育委員会事務局 こども未来部
学校教育課　青少年センター

所長 花田　和典 (3)加東市青少年センター

8 加東市立学校
スクールソー

シャルワーカー 宇仁　光浩 (2)加東市教育委員会事務局

役職 氏　名 備　考

1 加東市 教育長 藤原　路寛

2 加東市教育委員会事務局 こども未来部 学校教育課 副課長 原　英孝

令和８年度　加東市いじめ問題対策連絡協議会　委員

（任期）　令和8年4月1日から令和10年3月31日（2年間）

所属等

事務局



 

いじめ認知件数の推移 

 

 

○分析 

昨年度のいじめ認知件数は、学校種別ごとに比較すると、小学校は一昨年度より 40 件

（40.0％）減っており、中学校も９件（36.0％）減っている。 

過去の推移を見ると、小学校では令和３年をピークに減少しており、中学校においても

令和３年度から減少傾向にある。令和６年度に一時的な増加が見られたものの、令和７年

度には再び減少し、令和３年度の約半数まで減少している。 

各学校では 児童生徒への生活等で困ったことなどを聞くアンケート（月１回程度）や

中学校においては教育相談週間（学期に１回）を実施し、児童生徒の様子を把握したり、

児童生徒の声に寄り添う機会を設けてきた。いじめ認知件数の推移を見ると、これらの取

組がいじめ防止活動や未然防止につながっていると考える。 

今後も引き続き、「いじめはどの学校にも起こり得る」という危機感を持ち、未然防止や

初期対応をチームで行うとともに、児童生徒が困っていることを相談しやすい体制を整え

る必要がある。 
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資料１



加東市立学校のいじめ防止に関する取組について 

 

 

１ 加東市いじめ防止基本方針及び各学校いじめ防止基本方針の検討、見直し 

・随時、上記の方針を検討し、見直す。 

・各学校で、いじめ対応研修を職員全体で行う。 

※別紙１参照 

 

２ 加東市いじめ問題対策連絡協議会の実施 

・年２回開催する。 

・いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携推進に関し、必要な事項を協議する。 

・当該機関及び団体の連絡調整を図る。 

※別紙２参照 

 

３ 学校生活実態把握調査の実施 

・各学期に１回実施する。 

・各学校のいじめ認知件数及び対応について市教委へ報告する。 

・上記の調査以外にも、学校独自に児童生徒の悩みを聞く手立てを行う。 

※別紙３参照 

 

４ 加東市立学校におけるいじめ問題防止活動の実施 

・児童生徒会活動や学園会活動等において、児童生徒自らが主体的にいじめ撲滅や命 

の大切さを呼びかける取組を行う。 

※別紙４参照 

 

５ 一人一人を大切にする学校・学級づくりを目指した KATO プロジェクトの実施 

・各校の児童生徒会・学園会代表者が、自校のいじめ防止取組を交流すること、また、 
教職員が居心地の良い学級づくりの研修を行うことで、児童生徒と教職員が両輪と

なり、一人一人を大切にする学校・学級づくりを目指す。 
※別紙５参照 

 

６ スクールロイヤーの配置 

・社会情勢の変化に伴う複雑化、多様化する課題に対して、法的な知識を補いながら 
対応できる体制を整える。学校が気軽に弁護士に相談できることで、諸問題の重篤 
化を防ぎ、円滑な学校運営を行うため、スクールロイヤーを配置する。 

※別紙６参照 

 

７ 内面と行為の往還による道徳授業 

 ・児童生徒が道徳的価値について自ら考え、内面的な気づきと実際の行為を往還させ

ながら、よりよい生き方を主体的に追及する態度を育てることを目的とした授業を

展開する。 

 ※別紙７参照 
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   加東市いじめ問題対策連絡協議会条例 
 

（趣旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）

第１４条第１項の規定に基づき、加東市いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図

るものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる機関に所属する職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 加東市立学校 

(2) 加東市教育委員会事務局 

(3) 加東市青少年センター 

(4) 加東こども家庭センター 

(5) 神戸地方法務局社支局 

(6) 兵庫県加東警察署 

(7) 市関係課 

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める機関及び団体に所属する者 

（会長及び副会長） 
第４条 協議会に会長及び副会長を各１人置く。 
２ 会長は、委員の互選により選任する。 
３ 副会長は、会長の指名により選任する。 
４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 
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３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会議の全

部又は一部を非公開とすることができる。 

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。 

(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。 

(3) その他公益上必要があると認めるとき。 

（関係者の出席等） 

第７条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様と

する。 

２ 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の事務） 

第９条 協議会の事務は、学校教育を所管する課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ 協議会の会長（その職務を代理する副会長を含む。）が決まっていない場合は、教育長が

招集する。 

（加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年加東市条例第 

３７号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育支援委員会の項の次に次のように加える。 

  

いじめ問題対策連絡協議会 委員 日額 ８，０００ 
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選択 ・毎日食べる　　・週４～６日食べる　　・週１～３日食いる　　・朝食は食べない

選択 ・はい　　・いいえ

選択 ・はい　　・いいえ

選択 ・はい　　・いいえ

選択 ・はい（質問２－２へ）　　・いいえ（質問３－１へ）

選択 ・同じ学校の友だち　　・学校の先生　　・家族　　・SNS　　・その他（記述）

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・仲間はずれ、集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。（その他の暴力も含む）

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。

・いやらしいことを言われたり、身体を触られたりする。（動画・画像を撮影・送信されたりする）

・その他（記述）

選択 ・している（質問３－２へ）　　・していない（質問４へ）

選択 ・同じ学校の友だち　　・学校の先生　　・家族　　・SNS　　・その他（記述）

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・仲間はずれ、集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。（その他の暴力も含む）

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。

・いやらしいことを言われたり、身体を触られたりする。（動画・画像を撮影・送信されたりする）

・その他（記述）

選択 ・友だち　　・先生（保健室の先生も）　　・家族　　・スクールカウンセラー　　・その他（記述）

記述

朝食を毎日食べていますか。（あてはまるもの一つに〇をつけてください。）

調査項目

食欲はありますか。（ごはんはおいしく食べることができていますか）

質問1
よく眠れていますか。（ぐっすり寝ることができていますか）

頭痛や腹痛など、体の不調を感じることがありますか。（頭やお腹が痛くなるときがありますか）

令和８年度　学校生活実態把握調査　質問項目　（タブレットで回答）

うれしかったことや悩んでいることなど、自由に記入してください。

質問４
（複数
　選択可）

質問５

「困ったこと」や「嫌なこと」があった場合、誰に相談しますか。

それはどのようなことですか。

質問３－１

あなたを「困らせ」たり「嫌な思いをさせ」たりしているのは誰（何）ですか。

質問２－２

（複数
　選択可）

質問３－２

（複数
　選択可）

その友だちを「困らせ」たり「嫌な思いをさせ」たりしているのは誰（何）ですか。

その友だちは、どんなことに「困って」いたり「嫌な思い」をしたりしていますか。

質問２－１

友だちが今、困っていたり、嫌な思いをしたりしていませんか。

選択

選択

あなたは今、学校や家庭で「困っていること」や「とても嫌だ」と思っていることがありますか。
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令和８年度加東市立学校におけるいじめ問題防止活動実施要項 

 

 

１ 趣旨  加東市いじめ防止基本方針（平成 26 年 4 月策定）「１いじめの防止等の対策

に関する基本理念」において、いじめは深刻な人権侵害であり、場合によって

は、その生命や身体に重大な危機を生じさせる恐れがあるという認識のもと、

子どもたち一人ひとりの人権が尊重され、いじめを許さない学校づくりのため、

各学校において教職員が一体となった取組の充実を図ることを示している。 

また、「４いじめ防止等に関する具体的対策(1)いじめの防止」において、

児童生徒の主体的な活動の推進として、児童会や生徒会（学園会）活動等にお

いて、児童生徒自らが主体的にいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける取組を推

進するとしている。 

そこで、「いじめを許さない」を合言葉に、児童生徒が主体となり「自分た

ちができることは何か」等を考え、いじめ問題を自分の事として捉えて、行動

する機会を設定し、多様な取組を推進する。 

 

２ 対象 市立全学校 

 

３ 内容  児童生徒が主体となったいじめを防止する多様な活動を行う。ただし、いじ

めゼロを達成目標とするのではなく、「いじめを許さない」「困ったときには相

談する」「一緒に解決しよう」等のメッセージを教師だけでなく子ども達からも

発信するような活動とする。 

〇取組例 

・各校の生徒（学園会）総会、児童集会等で「いじめを許さない宣言」をする。 

・普段から行っている児童生徒会活動（異学年活動、あいさつ運動等）において 

 児童生徒のリーダーが、気になる子に声をかける等の要素を取り入れた活動に 

拡充する。 

・児童生徒会で、いじめ問題防止標語を募集し、児童生徒会通信等で配布する。 

・「いじめをなくすには、どうするか」等を委員会活動等で意見交流し、全校集会 

等で発表、いじめ防止啓発をする。 

・学校が行っている毎月の「困ったことカード」に困りごとを書きやすくするた 

めに、児童生徒の意見を取り入れる。 

 

４ 実施計画及び報告について 

・各校の取組を別紙計画書に記入し、加東市教育委員会まで提出する。 

また、実施後に別紙報告書を提出することとする。 

・なお、各校の計画書及び報告書は、いじめ問題連絡協議会の会議資料とするため、 

公開資料となる。 

 

５ その他 

・各校の取組を児童生徒が地域ごとに報告、検討し合う「いじめ防止フォーラム」を 

実施する。 

・令和８年度いじめ防止フォーラムは、７月 30 日(木)９時 30 分～11 時 30 分、加東

市役所にて実施予定。詳細は別途、依頼する。 
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令和８年度 一人一人を大切にする学校・学級づくりを目指した 

ＫＡＴＯプロジェクト「いじめ防止フォーラム」実施要項 

 

加東市教育委員会 

１ 趣旨 

加東市いじめ防止基本方針（以下、「基本方針」とする）では、「１いじめの防止等の対策に関

する基本理念」において、いじめは深刻な人権侵害であり、場合によっては、その生命や身体に

重大な危機を生じさせる恐れがあるという認識のもと、子どもたち一人ひとりの人権が尊重さ

れる、いじめを許さない学校づくりのため、各学校において教職員が一体となった取組の充実を

図ることを示している。 

また、基本方針「４いじめ防止等に関する具体的対策(1)いじめの防止」において、児童生徒

の主体的な活動の推進として、児童会や生徒会活動等において、児童生徒自らが主体的にいじめ

撲滅や命の大切さを呼びかける取組を推進するとしている。 

これらを踏まえて、各学校の児童生徒会が主体となり、いじめ問題を自分の事として捉えて、

多様な取組を推進してきた。 

そこで、各校の生徒会・学園会・児童会代表者が、自校の取組を交流したり、いじめ問題の解

決に向けて話し合ったりすること、また、教職員が居心地の良い学級つくりの研修を行うことで、

児童生徒と教職員が両輪となり、一人一人を大切にする学校・学級づくりを目指す。 

 

２ 主催 加東市教育委員会 

 

３ 対象 市立全学校 

 

４ 内容  

・各学校の生徒会・学園会・児童会代表者２名程度が集い、これまで取り組んできた各学校のい

じめ問題防止活動を報告する。 

・グループに分かれて、いじめが起きる背景や防止策について意見交換し、グループ間交流する。 

・講師からの講評や意見交換した内容を各学校に持ち帰り、自校のいじめ防止取組に生かす。 

 

５ 日時及び会場  令和８年７月３０日（木）９時３０分～１１時３０分 

加東市役所 ３階 ３０１，３０２会議室 

 

６ 日程 

・【第１部】各校のいじめ問題防止活動報告 【各校５分程度×５校】 

・【第２部】グループ討議及び討議結果の発表【20 分】 

 〇討議テーマ「 未定 」 

・【講 評】各学校の取組等について講評、居心地の良い学校づくりに向けた助言等 

加東市スクールロイヤー 曽我 智史 氏 【15～20 分】 

 

７ その他 

・進行、庶務は加東市教育委員会が行う。 

・参加者には、広報及び記録写真の許諾をとる。許諾がない児童生徒は、事前に加東市教育委 

員会へ連絡する。 

・各学校から会場までの児童生徒の移動は市スクールバスとする。 

・配車計画は、バス運行表による。 
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加東市スクールロイヤー配置事業実施要領 

 

加東市教育委員会 

 

１ 目的 

社会情勢の変化に伴う複雑化、多様化する課題に対して、法的な知識を補いながら

対応できる体制を整える。学校が気軽に弁護士に相談できることで、諸問題の重篤化

を防ぎ、円滑な学校運営を行うため、スクールロイヤーを配置する。 
 

２ 加東市スクールロイヤー 

尼崎駅前法律事務所 弁護士（社会福祉士） 曽我 智史 
※播磨東教育事務所法律相談担当弁護士 

 

３ 実施内容 

（１）相談事業 
①月１回、教育委員会が別途定める日に加東市内の学校または市役所に出向いた上で、 

管理職からの相談に対して、助言を受ける。 
②月１回の相談日以外で、緊急時に相談する必要がある場合は、電子メール、電話、 

オンラインで相談することも可とする。ただし、電子メール等で相談する場合は、 
任意の様式で相談内容を学校教育課参事兼課長、担当者へ知らせること。また、回 

答内容を報告すること。 
③緊急時に、学校は、月１回の相談日以外の別日にスクールロイヤーと面談して、相 

談に対する助言を受けることもできるものとする。ただし、別途、日程調整が必要 
なため、学校が希望する日に面談できない場合がある。 

（２）研修事業 
①管理職及び生徒指導担当等向けの研修を実施する。 
②月１回の相談日に簡易な校内職員研修講師を申請することも可とする。ただし、申 

請する場合は、２か月前の期日までに申し込むものとする。 
（３）訪問事業 

  ①年度初めに学校訪問を実施する。 

  ②訪問日時については月１回の来庁日とし、各学校と調整のうえ決定する。 

  ③管理職との面談（年度初めの学校の様子等）および校内巡回を行う。 

  ④前年度からの継続案件がある場合は、訪問時に相談時間を設ける。 

 
４ 申請方法 

相談を希望する場合は、申込票【別紙１】を定められた期日までに加東市教育委員 
会担当者へ申し込むものとする。 

 
５ その他 

・スクールロイヤーは、子どもの最善の利益の観点に立って助言する。 
・上記以外に必要な事項は、別途定める。 

 ・本実施要領は、令和８年４月１日より施行する。 
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令和８年度 内面と行為の往還による道徳授業 実施要項 
 
１ 目的 

 加東市立学校において判明したいじめ重大事態について、令和７年８月２９日にいじめ問題対策

委員会より再発防止策の一つとして、次の提言がなされた。「いじめ防止のためには、道徳の授業で

いじめはいかなる理由があっても許されないとの道徳的価値を理解させるだけでなく、他者の行為

について疑問に思った時に、適切な行為（言い方）を育むことが必要である。言い方には、『非主張

（我慢）・攻撃・アサーション（自他尊重の言い方）』がある。小学校低学年から寸劇（役割演技）

による３つの言い方の体験的な学習により、自分の言い方の特徴に気づき、どのような言い方を心

掛けたいかを学ぶことが必要である。」 
これを受け、加東市教育委員会及び加東市立学校において、児童生徒が道徳的価値について自ら

考え、内面的な気付きと実際の行為を往還させながら、よりよい生き方を主体的に追求する態度を

育てることを目的とし、道徳教育の充実を図る。 
 
２ 取組 
  内面（心の中の気付き）と、行為（実際の行動）を行き来させながら価値を自分のものにしてい

く道徳の授業を実施する。 
 (1)道徳担当者会による研修会（公開授業） 
  ①対象   各校道徳担当者及び希望者 
  ②実施日  令和８年６月１２日（金） 
  ③指導助言 兵庫教育大学名誉教授 冨永良喜 氏 
   ※道徳担当者については、本研修後、自校にて伝達講習を行う。 
 (2) 道徳の授業による実践 

・各学級年間１回以上実施 
  ・担当者による実践報告書の作成 
 
３ 授業の具体的な流れ（例） 
 (1) 導入：身近な体験の想起（行為→内面） 
   ・最近の出来事をふり返る 
   ・「あのときどうすればよかったか」を考える 
 (2) 展開：資料（教科書）で価値を深める（内面） 
   ・読み物資料などを通して、登場人物の心情を考える 
   ・友達と意見交換し、価値の理解を広げる 
 (3) 体験的な活動・ロールプレイ（行為） ※必須 
   ・役割演技、簡単なワーク、シミュレーションなど 
   ・実際に行動させることで、気付きを具体化させる 
 (4) 生活への転移（内面→行為） 
   ・具体的な行動目標を立てる 
 (5) ふり返り（行為→内面） 
   ・今日の学びで心がどう変わったかを言語化する 
   ・次の生活での実践につなげる 
 
４ その他 
 参考：道徳「きみがいちばんひかるとき」（光村図書） 
     演じて考えよう（小学校）、やってみよう（中学校） 
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